
  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 排水設備申請事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道接続に際し、排水設備工事の計画等を確認する。 

記録項目 １名前、２住所、３電話番号 

記録範囲 排水設備申請者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 下水道台帳に関する事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 土地情報等の資料収集を行い、下水道台帳を構築する。 

記録項目 １名前、２住所 

記録範囲 土地の所有者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公共下水道事業等により宅地内に設置する公共桝設置事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
管渠整備に当たり、図面等の作成に伴う土地情報等の資料収

集を行い、公共桝の設置意向と設置位置を確認する。 

記録項目 １名前、２住所、３資産状況、４電話番号 

記録範囲 処理区域内の家屋及び土地の所有者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 未接続世帯に対するアンケート調査 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
未接続世帯の下水道接続に対する意見等を把握し、水洗化促

進のための資料とする。 

記録項目 １名前、２住所、３電話番号 

記録範囲 公共桝を設置し、３年以上経過した未接続世帯 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 下水道使用料賦課徴収事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
下水道の使用者から水道水及び水道水以外の使用水量に応じ

て額を決定し、賦課徴収する。 

記録項目 １名前、２住所、３金融機関口座番号、４電話番号 

記録範囲 下水道使用者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 下水道事業受益者負・分担金賦課徴収事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 

公共下水道事業又は農業集落排水事業に要する費用の一部に

充てるため、受益者ごとに負担金又は分担金の額を決定し、

賦課徴収する。 

記録項目 
１名前、２住所、３資産状況、４金融機関口座番号、５電話番

号 

記録範囲 下水道事業の受益者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道料金の口座振替による収納事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金(下水道含む）の口座振替による収納事務を行う。 

記録項目 
１個人番号（番号法）、２名前、３住所、４金融機関口座番号、

５電話番号 

記録範囲 江田島市水道事業の水道料金の口座振替希望者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 支払事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 会計システムにおける支払事務の効率的運用を図る。 

記録項目 
１名前、２住所、３会社（学校）名、４職位、５金融機関口座

番号、６電話番号 

記録範囲 会計システムに登録する者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 支払事務（債権者コード） 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 債権者の支払い。 

記録項目 
１個人番号（番号法）、２名前、３住所、４債権・債務、５金

融機関口座番号、６電話番号 

記録範囲 江田島市債権者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道料金（下水道含む）収納等の事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

土木建築部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金（下水道含む）収納等の事務を行う。 

記録項目 １名前、２住所、３金融機関口座番号、４電話番号 

記録範囲 江田島市水道（下水道含む）使用申込者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 


